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ご質問をいただきました。

＝＝＝＝＝

40代 飲食店経営者からこんな質問をいただきました。

先日、ニュースでお寿司のキッチンカーを見ました。
キッチンカーは保健所の衛生基準をクリアしないといけないと聞きましたが、生物を扱う事は保健所から許可がおりるのでしょうか？

インターネットで調べていると2021年に食品衛生法の改正があったからできる？的なことも書いてあったのですが本当でしょうか？
もし、生物が扱えるなら私もお寿司のキッチンカーを出そうか検討しています。

＝＝＝＝＝

良い質問ありがとうございます。

火を通した生物であれば扱えるのか、生魚や生肉を扱えるのかなど、インターネット上で調べられる情報だと分かりにくいですよね。

結論から申し上げますと「キッチンカーで生物は扱えます！」

おっしゃる通り2021年に食品衛生法の改正があり、
一定の条件をクリアすれば生物のメニューも扱えるようになりました。

例えば、
ニュースでご覧になったお寿司のキッチンカーは「鮨 さきがけ」さんだと思われます。
テレビで「鮨 さきがけ」さんが出てから弊社にも、今回と同じ様な質問がたくさん寄せられました。

ご質問いただいた方にはお伝えしたのですが、

キッチンカーで生物は扱えますが、いくつか注意点があるので、気をつけてください！


注意点は２つあります。

1、キッチンカーの設備を保健所の示す基準をクリアすること
保健所はキッチンカーが食中毒を出さないためにも、一定の衛生基準を設けています。その基準をキッチンカーの設備が満たしているかどうかを確認し、基準をクリアしたキッチンカーに営業許可を出しています。

基準が設けられているキッチンカーの設備には、水道設備、冷蔵冷凍設備、照明、換気、電源など色々ありますが、中でも重要なのがタンクの大きさ・容量です。
キッチンカーで生物を扱おうとすると、タンクの容量が給水用タンク、排水用タンク、それぞれ200Lが必要になります。
200Lタンクを給水用・排水用の2個積んでいないキッチンカーは、ほぼ生物が扱えないので注意が必要です。

2、地域ごとに保健所のローカルルールが違うので確認が必要
これは飲食業界ではよくある話なのですが、保健所は地域ごとで微妙にルールが異なり、東京の保健所では基準をクリアできたキッチンカーも、別の地域の保健所では基準をクリアできなかったという話をよく聞きます。
例えば、音楽フェスや野外フェスで大きく売上を作ろうと考える時、イベントが開催される地域の保健所の許可が必要になります。

ここで大切なのはご自身で保健所に許可基準を確認する事です。もしくは、保健所の許可基準をしっかり調べているキッチンカーの製造メーカーに相談する事です。



ちなみに、フードトラックカンパニーは独自に200Lタンクを開発して、オペレーションを邪魔しない形状のタンクを使用しています。ぜひ一度、どの様なタンクがどの様に配置されているかなど、見学にお越しいただければと思います。

また、フードトラックカンパニーは、今まで1624件の開業を支援をしてきました。
日本全国の保健所に許可基準のヒアリングなどを行った上で、自社工場でキッチンカーを製造しております。取り扱いメニューと出店地域を教えていただければ、保健所の許可基準をクリアできる車両を元に、事前にメニューから相談できる無料サポートも行っております。

ぜひご相談いただければと思います。
特に、今回のご質問の様なお寿司などの生物のキッチンカーや、保健所の許可が難しそうだなと思われるメニューをお考えの方は、ぜひフードトラックカンパニーにご相談ください。

そんな「フードトラックカンパニー」のキッチンカーについて、
（冒頭の「質問をいただきました。」に移動してループさせる。）



◾️参考動画

https://www.youtube.com/shorts/_GdeWCnslO0
└ユーザーからの質問に回答する形
└テキストの入れ方などを参考にする

https://www.youtube.com/shorts/I3c0k-cLGgQ
└流れの作り方はこれが理想的
└テキストのおき方は別が良さそう

https://www.youtube.com/shorts/3sbFVWfNJd0
└テンションはこのショートに近いか❸

https://www.youtube.com/shorts/CteAy13Yyso
└横動画の一部を切り抜いてショートにする形
└テーマ、テキスト、ロゴの入れ方

https://www.youtube.com/shorts/OtcgyFd6v-o
└テーマのデザインは目に入ってくる
└カット割よさそう

https://www.youtube.com/shorts/jT3EZ3JEBtE
└撮影に慣れてきたらこのくらいフランクに撮影すると距離感近くなりそう

https://www.youtube.com/shorts/nBcm0Kp5ibM
└ここまで煽らなくて良さそう×
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